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調 査 結 果 の 概 要 
 

■ 雇用問題について ■ 
 

①  雇用の過不足状況 （全体）～「人材不足」 感が後退し「適正」が増加する！～ 

・「適正」と回答した企業が 42.6%と最多であり、次いで「雇用過剰と人材不足の両面がある」（26.4%）、

「人材不足」（20.9%）となっている。「雇用過剰」は 5.4%であった。 

・業種別にみると、製造業において「雇用過剰」と回答した企業が年々増加傾向にあり（製造業「雇用過

剰」：H22.04 調査 5.6% → H23.04 調査 10.8% → H24.04 調査 14.7%）、一方、「人材不足」感は非製

造業においてより強い（「人材不足」H24.04 調査、製造業 17.6% ： 非製造業 22.1%）。 

 

② 雇用の過不足状況（職種別）～ 「人材不足」感は現業職及び技術職に！～ 

・職種別にみると、技術職において「人材不足」感が全体の４割弱を占めており（38.1%）、製造業及び非

製造業ともに同じ傾向である（技術職「人材不足」、製造業 37.1%：非製造業 38.5%）。現業職をみると、

非製造業において「人材不足」感が強い（現業職「人材不足」、製造業 20.0%：非製造業 35.6%）。       

 

③ 平成２４年度の採用状況 ～ 採用を増加した企業が増えたものの、買い手市場は続く！～ 

・新卒者の採用人数について、前年と比べて「増加した」と回答した企業が増加傾向にあり、リーマン・ 

ショック後に落ち込んだ企業の採用意欲は回復しつつある。 

（「増加した」：H22.04 調査 32.2% → H23.04 調査 40.2% → H24.04 調査 45.3%）。 

・採用予定数に対する充足率は、「100%充足できた」と回答した企業が 67.9%と前年調査に比べて 11.4 

ポイント減尐した。就職採用市場に対する評価では、「売り手市場」と感じた企業の割合が 5.9%と依然 

として低く、減尐傾向ではあるが「買い手市場」（29.4%）が続いている。 

 

④ 平成２５年度の新卒者採用数の方向性 ～ 今後の採用には慎重？ 半数の企業が「未定」！～ 

・しかしながら、次年度の新卒者採用数の方向性については、半数近い企業が「未定」としており（大卒

40.2%、短大・専門学校・高専卒 53.3%、高卒 46.3%）、各学歴において「増える」と答えた企業は「減

る」と答えた企業を下回っている（大卒、「増える」11.8%：「減る」13.4%）。特に「大卒」製造業にお

いて「増える」と回答した企業の減尐傾向は顕著であり、今回の調査では僅かに 2.3%であった。 

 

■ 高年齢者雇用について ■ 
 

① 現在、講じている高年齢者雇用確保措置について ～「継続雇用制度（選定基準あり）」８４.５％！～ 

  ・回答のあったほとんどの企業で高年齢者雇用安定法に基づく「継続雇用制度を導入」（98.5%）しており、

また、全体の８割を超える企業が継続雇用の対象となる従業員の選定基準を定めている（84.5%）。 

 

② 選定基準制度が廃止された場合の影響について ～ ７５.２％が「影響がある」！！～ 

・「継続雇用制度を導入（選定基準あり）」している企業のうち、選定基準制度が廃止された場合に「影響

がある」と答えた企業は 75.2%であった。 

 

③ 選定基準制度が廃止された場合の対応策について  

～ ５割の企業で「継続雇用者の処遇水準の引き下げ」「若年者の採用抑制」へ～ 

・選定基準制度が廃止（希望者全員が６５歳まで継続雇用を義務付け）された場合、「影響がある」（75.2%）  

 と答えた企業が必要と考える自社の対応策について尋ねたところ、「継続雇用者の処遇水準の引き下げ」 

と回答した企業が最も多く（47.6%）、次いで、「若年者の採用抑制」（45.1%）、「高齢者に相応しい職域の

開発」（42.7%）となっている。 

 

④ 選定基準制度が廃止された場合に政府に対して必要と考える施策について 

  ～ ７割の企業が「高年齢労働者への賃金助成（高年齢雇用継続給付）を拡充」を望む！～ 

  ・選定基準制度が廃止（希望者全員が６５歳まで継続雇用を義務付け）された場合、「影響がある」（75.2%）

と答えた企業が必要と考える政府の施策については、「高年齢労働者への賃金助成（高年齢雇用継続給付）

を拡充」すべきと回答した企業が 75.6%と最も多かった。 
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平成２４年第１回 雇用問題アンケート 集計結果 

福岡県経営者協会 

 

 

   目  的 ： 今後の雇用対策及び企業経営の参考とするため 

   対  象 ： 福岡県経営者協会会員企業 

   回答状況 ： 調査対象企業３７４社のうち、回答社数１３１社（回収率 35.0%）。 

このうち、産業別では、製造業３５社（26.7%）、非製造業９６社（73.3%）。 

規模別では、３００人未満の企業８０社（61.1%）、３００人以上の企業５１社（38.9%） 

   調査期間 ： ２０１２年（平成２４年）５月１６日～６月２０日 

 

 

■ 回答企業の属性 (業種および規模)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品

2.3%

紙・パルプ

0.8% 新聞・出版

0.8%

印刷

0.8%

化学・ゴム

3.8%

窯業・土石

1.5%鉄鋼

4.6%

機械・金属

6.1%

電機

5.3%

その他製造業

0.8%建設

13.0%

電力・ガス

3.1%

卸・小売

18.3%金融・保険

0.8%

運輸・倉庫

13.0%

タクシー

2.3%

情報・広告

0.8%

医療

0.8%

教育

0.8%

団体

1.5%

その他非製造

19.1%

回答企業の属性（業種別）

製造業

26.7%

非製造業

73.3%

回答企業の属性（製造業、非製造業）

300人未

満の企業

61.1%

300人以

上の企業

38.9%

回答企業の属性（規模別）
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■ 雇用問題 ■ 

１．雇用の過不足状況 

(１) 雇用の過不足状況 （全体） 

雇用の過不足状況については、「適正」が 42.6%と最も多い。 次いで「雇用過剰と人材不足の両

面がある」（26.4%）、「人材不足」（20.9%）の順となっており、「雇用過剰」は 5.4%であった。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 参 考 》  福岡経協最近の調査との対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用過剰

5.4%

適正

42.6%

人材不足

20.9%

雇用過剰と人

材不足の両面

26.4%

その他

4.7%

１－１．雇用の過不足状況

5.4%

7.2%

7.0%

9.6%

6.1%

6.5%

12.4%

14.7%

1.6%

2.4%

0.9%

2.0%

雇用過剰, 1.2%

42.6%

33.6%

44.5%

42.1%

40.4%

42.3%

39.5%

43.6%

31.0%

29.9%

30.0%

28.4%

適正, 26.5%

20.9%

24.0%

17.2%

12.3%

14.9%

12.2%

14.0%

9.0%

33.3%

33.9%

40.0%

38.3%

人材不足, 32.5%

26.4%

33.6%

28.1%

34.2%

37.7%

37.4%

31.8%

28.2%

32.5%

29.9%

26.4%

28.4%

雇用過剰と人材不足の両

面, 37.4%

4.7%

1.6%

3.1%

1.8%

0.9%

1.6%

2.3%

4.5%

1.6%

3.9%

2.7%

2.9%

その他, 2.4%

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

H21.04調査

H21.01緊急調査

H20.10調査

H20.04調査

H19.10調査

H19.04調査

H18.10調査

１－２．雇用の過不足状況 （過去の調査対比）
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《 参 考 》 雇用の過不足状況（業種別） 

     業種別にみた雇用の過不足状況は、製造業において「雇用過剰」感は強く（「雇用過剰」H24.04

調査、製造業 14.7% ： 非製造業 2.1%）、年々増加傾向にある（製造業「雇用過剰」：H22.04 調査

5.6% → H23.04 調査 10.8%→ H24.04 調査 14.7%）。一方、「人材不足」感は前回調査より減尐した

ものの非製造業において多く見られる（「人材不足」H24.04 調査、製造業 17.6% ： 非製造業 22.1%）。 

     

      【 製造業 】 

       

【 非製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7%

13.2%

10.8%

10.8%

5.6%

12.8%

41.2%

42.1%

43.2%

40.5%

33.3%

28.2%

17.6%

13.2%

16.2%

10.8%

8.3%

10.3%

26.5%

28.9%

27.0%

35.1%

52.8%

48.7%

0.0%

2.6%

2.7%

2.7%

0.0%

0.0%

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

１－４．雇用の過不足状況 （製造業）

雇用過剰 適正 人材不足 雇用過剰と人材不足の両面 その他

雇用過

剰

14.7%

適正

41.2%

人材不

足

17.6%

雇用過

剰と人

材不足

の両面

26.5%

１－３．雇用の過不足状況

（製造業）

雇用過

剰

2.1%

適正

43.2%

人材不

足

22.1%

雇用過

剰と人

材不足

の両面

26.3%

その他

6.3%

１－５．雇用の過不足状況

（非製造業）

2.1%

4.6%

5.5%

9.1%

6.4%

3.6%

43.2%

29.9%

45.1%

42.9%

43.6%

48.8%

22.1%

28.7%

17.6%

13.0%

17.9%

13.1%

26.3%

35.6%

28.6%

33.8%

30.8%

32.1%

6.3%

1.1%

3.3%

1.3%

1.3%

2.4%

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.１0調査

１－６．雇用の過不足状況 （非製造業）

雇用過剰 適正 人材不足 雇用過剰と人材不足の両面 その他
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（２）雇用の過不足状況 （職種別） 

職種別にみた雇用の過不足状況については、管理職・事務職において「適正」と回答した企業の割合

が６～７割（管理職 67.7%、事務職 76.9%）と多い。一方、「不足」感は技術職において強く、前回調

査（H23.10）とほぼ同割合であった（技術職「人材不足」：H23.10 調査 40.4% → H24.04 調査 38.1%）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 参 考 》  現業職、技術職の雇用の過不足状況（過去の調査対比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5%

10.7%

12.3%

20.0%

56.6%

56.6%

76.9%

67.7%

38.1%

31.1%

10.8%

10.0%

1.8%

1.6%

0.0%

2.3%

技術職

現業職

事務職

管理職

１－７．雇用の過不足状況（全体）

過剰 適正 不足 その他

3.5%

5.8%

4.6%

3.1%

4.1%

7.8%

10.7%

10.8%

14.8%

15.5%

13.1%

17.1%

56.6%

51.9%

50.5%

56.3%

52.6%

54.4%

56.6%

50.8%

56.6%

60.9%

57.9%

58.0%

38.1%

40.4%

40.4%

37.5%

40.2%

32.0%

31.1%

35.8%

24.6%

20.9%

24.3%

22.2%

1.8%

1.9%

4.6%

3.1%

3.1%

5.8%

1.6%

2.5%

4.1%

2.7%

4.7%

2.6%

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

１－８．雇用の過不足状況 （現業職・技術職：過去の調査対比）

過剰 適正 不足 その他
【 現 業 職 】

【 技 術 職 】
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【 製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 参 考 》  製造業：現業職、技術職の雇用の過不足状況（過去の調査対比） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 非製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6%

25.7%

20.0%

20.0%

54.3%

54.3%

80.0%

71.4%

37.1%

20.0%

8.6%

技術職

現業職

事務職

管理職

１－９．雇用の過不足状況（製造業）

過剰 適正 不足 その他

8.6%

10.0%

5.4%

0.0%

2.9%

2.6%

25.7%

23.1%

13.5%

16.2%

19.4%

30.8%

54.3%

52.5%

40.5%

61.1%

48.6%

56.4%

54.3%

56.4%

51.4%

56.8%

55.6%

46.2%

37.1%

37.5%

48.6%

33.3%

48.6%

33.3%

20.0%

20.5%

27.0%

21.6%

22.2%

17.9%

0.0%

0.0%

5.4%

5.6%

0.0%

7.7%

0.0%

0.0%

8.1%

5.4%

2.8%

5.1%

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

１－１０．雇用の過不足状況 （製造業における現業職・技術職：前年度対比）

過剰 適正 不足 その他

【 技 術 職 】

【 現 業 職 】

1.3%

4.6%

9.5%

20.0%

57.7%

57.5%

75.8%

66.3%

38.5%

35.6%

14.7%

10.5%

2.6%

2.3%

0.0%

3.2%

技術職

現業職

事務職

管理職

１－１１．雇用の過不足状況（非製造業）

過剰 適正 不足 その他
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２．平成２４年度の採用状況 

   新卒者を採用した企業のうち、採用人数が増加した企業は減尐した企業を上回っており（増加した

45.3% : 減尐した 27.9%）、企業の採用意欲は回復しつつある。充足率では、採用予定数に対して 100%

充足できたと回答した企業は 67.9%で、昨年に比べて減尐した。また、就職採用市場に対する評価につい

ては、売り手市場と感じた企業の割合は依然として低く（5.9%）、変化なしと回答した企業が昨年調査と

比較して増加している（変化なし：H23.04 調査 55.1% → H24.04 調査 61.2%）。 

（１）新卒者採用の有無           （２）前年と比べた採用人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）採用予定数に対する充足率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）就職採用市場に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用し

た

65.6%

採用し

なかっ

た

34.4%

２－１．Ｈ２４年度 新卒者の採

用状況

増加した

45.3%

変わらな

い

25.6%

減尐した

27.9%

その他

1.2%

２－２．Ｈ２４ 採用人数の増減

67.9%

79.3%

77.9%

68.0%

52.6%

100%充足, 55.1%

19.0%

12.0%

5.8%

15.0%

25.8%

90%充足, 

17.4%

9.5%

4.3%

9.3%

13.1%

12.4%

70～80%充足, 

18.8%

3.6%

2.2%

7.0%

2.0%

3.1%

50～60%充足, 

5.8%

2.2%

2.0%

6.2%

50%未満, 

2.9%

H24.04調査

H23.04調査

H22.04調査

H21.04調査

H20.04調査

H19.04調査

２－３．採用予定数に対する充足率 （過去調査対比）

買い手市場, 29.4%

42.7%

59.8%

25.0%

3.1%2.9% 売り手市場, 5.9%
1.1%

4.6%
22.0%

68.8%
65.3%

変化なし, 61.2%
55.1%

33.3%

50.0%

25.0%
27.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H24.04調査H23.04調査H22.04調査H21.04調査H20.04調査H19.04調査

２－４．就職採用市場に対する評価の推移

45.3%

40.2%

32.2%

41.6%

52.6%

25.6%

22.8%

21.8%

24.8%

24.7%

27.9%

35.9%

44.8%

33.7%

22.7%

1.2%

1.1%

1.1%

H24.04調

査

H23.04調

査

H22.04調

査

H21.04調

査

H20.04調

査

２－２．新卒者採用人数の増減

（前年度との比較、過去対比）

増加した 変わらない 減尐した その他
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３．平成２５年度の新卒者採用数の方向性 

平成２５年新卒者採用数の対２４年比増減について、各学歴とも「増える」とする企業は「減る」と

する企業の割合を下回っている。また、各学歴とも「未定」とする割合が４割を超えており（特に、［短

大・専門・高専卒］未定：H24.04 調査 53.3% ）、企業は景気の不透明感から採用の方向性を慎重に見

極めているものと思われる。 

 

 【 大卒 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 短大・専門学校・高専卒 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 高卒 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増える

11.8%

変わら

ない

34.6%

減る

13.4%

未定

40.2%

３－１．大 卒

11.8%

10.4%

17.3%

9.0%

22.2%

増える, 26.9%

34.6%

36.0%

26.4%

31.5%

27.4%

変わらない, 

31.2%

13.4%

11.2%

20.0%

21.6%

10.3%

減る, 6.5%

40.2%

42.4%

36.4%

37.8%

40.1%

未定, 35.5%

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

H19.04…

３－２．次年度の新卒者採用数の方向性

（大卒：過去調査対比）

増える

4.9%

変わら

ない

33.6%

減る

8.2%

未定

53.3%

３－３．短大・専門学校・高専卒

4.9%

5.0%

10.7%

3.8%

7.8%

増える, 6.7%

33.6%

31.1%

30.1%

31.1%

35.7%

変わらない, 

39.3%

8.2%

7.6%

12.6%

22.6%

7.0%

減る, 5.6%

53.3%

56.3%

46.6%

42.5%

49.5%

未定, 48.3%

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

H19.04…

３－４．次年度の新卒者採用数の方向性

（短大、専門学校、高専卒：過去調査対比）

増える

7.4%

変わら

ない

33.1%

減る

13.2%

未定

46.3%

３－５．高 卒

7.4%

6.7%

9.8%

4.6%

12.1%

増える, 21.1%

33.1%

33.3%

27.5%

24.1%

32.8%

変わらない, 

32.2%

13.2%

13.3%

17.6%

31.5%

13.8%

減る, 6.7%

46.3%

46.7%

45.1%

39.8%

41.3%

未定, 40.0%

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

H19.04…

３－６．次年度の新卒者採用数の方向性

（高卒：過去調査対比）



 

9 

《 参 考 》 業種別にみた次年度新卒者採用数の方向性（大卒） 

大卒について製造・非製造業別にみた次年度の新卒者採用数の方向性については、製造業において「増

える」と回答した企業の減尐傾向が顕著で、今回の調査では僅かに 2.9%であった。一方、非製造業に

おいては｢未定｣とする企業の割合が 42.4%で例年４割を超えているが、「増える」と回答した企業も前

回の調査より増加して 15.2%となった。 

 

【 製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 非製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増える

2.9%

変わら

ない

42.9%

減る

20.0%

未定

34.3%

３－７．大 卒 （製造業）

2.9%

19.4%

28.6%

11.1%

42.4%

増える, 44.8%

42.9%

33.3%

28.6%

36.1%

36.4%

変わらない, 

27.6%

20.0%

22.2%

17.1%

25.0%

18.2%

減る, 3.4%

34.3%

25.0%

25.7%

27.8%

3.0%

未定, 24.1%

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

H19.04…

３－８．次年度の新卒者採用数の方向性

（大卒製造業：過去調査対比）

増える

15.2%

変わら

ない

31.5%
減る

10.9%

未定

42.4%

３－９．大 卒 （非製造業）

15.2%

6.7%

12.0%

8.0%

16.9%

増える, 18.5%

31.5%

37.1%

25.3%

29.3%

28.2%

変わらない, 

32.3%

10.9%

6.7%

21.3%

20.0%

8.5%

減る, 7.7%

42.4%

49.4%

41.3%

42.7%

46.4%

未定, 41.5%

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

H19.04…

３－１０．次年度の新卒者採用数の方向性

（大卒非製造業：過去調査対比）



 

10 

■ 高年齢者雇用について ■ 

１．現在、講じている高年齢者雇用確保措置について 

     回答のあったほとんどの企業で高年齢者雇用安定法に基づく「継続雇用制度を導入」（98.5%）してお

り、また、全体の８割を超える企業が継続雇用の対象となる従業員の選定基準を定めている（84.5%）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．選定基準制度が廃止された場合の影響について 

前問において「継続雇用制度を導入（選定基準あり）」している企業のうち、選定基準制度が廃止され 

  た場合に「影響がある」と答えた企業は 75.2%であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8%

0.8%

14.0%

84.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年年齢の引き上げ

定年の定めの廃止

継続雇用制度の導入（希望者全員を雇用）

継続雇用制度の導入（選定基準あり）

４－１．現在、講じている高年齢者雇用確保措置

影響がある

75.2%

影響はない

23.9%

その他

0.9%

４－２．選定基準制度が廃止された場合の影響



 

11 

３．選定基準制度が廃止された場合の対応策について 

選定基準制度が廃止（希望者全員が６５歳まで継続雇用を義務付け）された場合、「影響がある」（75.2%）

と答えた企業が必要と考える自社の対応策について尋ねたところ、「継続雇用者の処遇水準の引き下げ」

と回答した企業が最も多く（47.6%）、次いで、「若年者の採用抑制」（45.1%）、「高齢者に相応しい職域の

開発」（42.7%）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.6%

45.1%

42.7%

41.5%

31.7%

30.5%

19.5%

15.9%

9.8%

1.2%

3.7%

33.3%

52.4%

38.1%

52.4%

28.6%

42.9%

9.5%

14.3%

14.3%

0.0%

0.0%

52.5%

42.6%

44.3%

37.7%

32.8%

26.2%

23.0%

16.4%

8.2%

1.6%

4.9%

0% 20% 40% 60%

継続雇用者の処遇水準の引き下げ

若年者の採用抑制

高齢者に相応しい職域の開発

半日勤務や週２日勤務などによるワーク

シェアリング

契約社員やパート社員の採用抑制

中途採用者の採用抑制

６０歳到達前の処遇水準の引き下げや退職

金・企業年金の見直し

自社内で継続雇用が困難なため、６０歳到

達前に社外への転籍機会を増やす

早期退職制度の導入・強化

若手・中堅社員の昇格スピードの見直し

その他

４－３．希望者全員が６５歳まで継続雇用を義務付けられた場合の

対応策

全業種

製造業

非製造業

【 複数回答 】
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３．基準制度が廃止された場合に政府に対して必要と考える施策について 

同じく選定基準制度が廃止（希望者全員が６５歳まで継続雇用を義務付け）された場合、「影響がある」

（75.2%）と答えた企業が必要と考える政府の施策について尋ねたところ、「高年齢労働者への賃金助成

（高年齢雇用継続給付）を拡充」すべきと回答した企業が最も多く（75.6%）、次いで、「（財）産業雇用

安定センターや、民間の職業紹介事業者などを通じて行う出向・転籍や再就職等により、継続的な雇用の

場を確保した際にも、雇用確保措置を講じたと認めるべき」（41.5%）、「資本関係が薄い企業間、または

資本関係がない企業との間において、継続的な雇用の場を確保した際にも、雇用確保措置を講じたと認め

るべき」（34.1%）となっている。 

 

以 上 

75.6%

41.5%

34.1%

31.7%

23.2%

19.5%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80%

高年齢労働者への賃金助成（高年齢雇用継続給

付）を拡充

（財）産業雇用安定センターや、民間の職業紹介

事業者などを通じて行う出向・転籍や再就職等に

より、継続的な雇用の場を確保した際にも、雇用

確保措置を講じたと認めるべき

資本関係が薄い企業間、または資本関係がない企

業との間において、継続的な雇用の場を確保した

際にも、雇用確保措置を講じたと認めるべき

定年到達前の正社員に対する不利益変更（基本給

見直しなど）を容易にすべき

６０歳以上の従業員に対する解雇の金銭解決制度

を創設

若年労働者雇用の助成金を新設

その他

４－４．基準制度が廃止された場合、政府に対して要望する施策

【 複数回答 】


